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Abstract 

The purpose of this study is to examine the characteristics of “Active Learning” which is one of the important 
policies of the new national courses of study. The study reviewed the discussion process of the Central Council of 
Education and the preceding policies and the outcomes of active learning in undergraduate education. The results 

show that new “active learning” policy of primary/secondary have the following 4 characteristics: it does not 
represent a particular ways of teaching/learning; it is based on academic teaching/learning mechanisms; it covers 
broadly from inquiry-based learning to daily discussions and group activities; its term “active learning” has been 
used concretely and carefully. The study concludes that these characteristics have prevented it to confuse teachers 
with the definition and to be introduced in a uniform way. At the same time, however, these characteristics have 
made it very difficult to understand and not easy to realize for most teachers, although the success relies heavily 

on their understanding and the daily practice. Therefore, the author suggests to develop better training and 
learning opportunities for them.

 
1. はじめに 

 
新学習指導要領の方針を示した中央教育審議

会（以後、中教審）の答申「幼稚園、小学校、中

学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

の改善及び必要な方策等について」（以後、答申）

【1】が 2016 年 12 月に出された。同答申に基づき、

その年度末には幼稚園から中学校の、その翌年に

は高等学校の学習指導要領が改訂された。この新

学習指導要領の改訂のポイントは、①「何ができ

るようになるか」の明確化、②「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善、③各学校

におけるカリキュラム・マネジメントの確立等で

ある。続く 2017 年度、2018 年度は、これらの方

針を学校現場に周知・徹底するために、文科省、

各都道府県の教育委員会、各学校等によって教員

研修や講演会が盛んに行われ、関連する書籍も数 
 

2018 年 11 月 28 日受理 

    ＊教職課程センター 准教授 

多く出版されている。特に「主体的・対話的で深

い学び」やアクティブ・ラーニングについては、

非常に多くの書籍が出版されている。 
それにも関わらず、2018 年夏に上記のテーマで

免許状更新講習と認定講習を担当した際に、多く

の現職教員からは、これらに対する根本的な質問

や誤解が多く聞かれた。例えば、「主体的・対話

的で深い学びとは何か」、「アクティブ・ラーニン

グと何が違うのか」というものから、「教員対象

の研修会では、特に新しい方法を取り入れる必要

はなく、今のままで良いと言われたがそれで良い

のか」といった質問である。また、授業内で話し

合いをさせていることをもって「主体的・対話的

で深い学び」をしていると言う教員がいた一方で、

同じような授業をしていながら、現在の勤務先で

は「主体的・対話的で深い学び」を実施するのは

難しいと言う教員もいた。 
いずれも、そもそも「主体的・対話的で深い学

び」とは何かという共通認識がないことによるも

のであるが、なぜ幼稚園では全面実施、小中学校

では先行実施されている 2018 年度の段階におい
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て、このような事態が生じているのだろうか。そ

の理由として考えられるのは、この「主体的・対

話的で深い学び」が、後述するように、多義的で

抽象的である上に、教育課程全体の中での位置づ

けを考えなければ理解できないものだからであ

る。それに加えて、2014 年の諮問の段階では「課

題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学

習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）」とな

っていたものが、学習指導要領では「主体的・対

話的で深い学び」となったことも、その違いを巡

って混乱を生じさせている。 
そこで本稿では、この「主体的・対話的で深い

学び」とは何かを、中教審の答申並びにその審議

過程の分析を通して明らかにする。特に、諮問の

段階では、新学習指導要領の目玉ともされていた

「アクティブ・ラーニング」が「主体的・対話的

で深い学び」となった背景に注目することで、そ

の特質と課題を明らかにすることを目的とする。 
本稿に関連する主要な先行研究として、西岡加

名恵（2017）「日米におけるアクティブ・ラーニ

ング論の成立と展開」がある【2】。同論文は米国

におけるアクティブ・ラーニングについての議論

と日本における政策や理論の動向とを比較する

ことで、アクティブ・ラーニングをめぐる論点を

整理したものである。同論文は、高等教育での導

入期から中教審の答申が出されるまでを対象と

し、どのようにアクティブ・ラーニングが「主体

的・対話的で深い学び」へと変容したのかについ

て概観している。 
 本稿では、この論文を踏まえ、大学におけるア

クティブ・ラーニングがどのような経緯で新学習

指導要領における「主体的・対話的で深い学び」

へと変わったのかを、より具体的な審議過程を分

析することによって、「主体的・対話的で深い学

び」とは何かを明らかにしたい。 
 
2. 主体的・対話的で深い学びとは何か 
 

2016 年の中教審答申は「主体的・対話的で深い

学び」の実現について次のように説明している（答

申 2016: 49）（下線は筆者）。 
 
「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特

定の指導方法のことでも、学校教育における教員

の意図性を否定することでもない。人間の生涯に

わたって続く「学び」という営みの本質を捉えな

がら、教員が教えることにしっかりと関わり、子

供たちに求められる資質・能力を育むために必要

な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・

改善を重ねていくことである。 
 

そして、この「主体的・対話的で深い学び」を

実現するために、アクティブ・ラーニングの視点

からの日々の授業改善が必要であるとしている。

アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に

ついては、次のように説明している（中教審 2016: 
26）（下線は筆者）。 

 
形式的に対話型を取り入れた授業や特定の指導

の型を目指した技術の改善にとどまるものでは

なく、子供たちそれぞれの興味や関心を基に、一

人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引

き出すことを意図するものであり、さらに、それ

を通してどのような資質・能力を育むかという観

点から、学習の在り方そのものの問い直しを目指

すものである。 
 

いずれの説明も次の 3 つの要素から成り立って

いる。まず 1 つ目は、特定の指導法の形式な導入

ではないということである。下線（  ）を引い

た部分に該当するが、「「主体的・対話的で深い学

び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学

校教育における教員の意図性を否定することで

もない」であるとか、「形式的に対話型を取り入

れた授業や特定の指導の型を目指した技術の改

善にとどまるものではなく」と書かれているよう

に、特定の指導の型で教える事や、児童・生徒に

自由に学ばせれば良いと受け止められる事を警

戒している。 
2 つ目は、質の高い「学び」の本質を捉えた授

業をすることである。波線（      ）を引いた部分

がそれに該当するが、「「学び」という営みの本質を

捉え」るもの、「多様で質の高い学びを引き出すこ

とを意図するもの」というように、学びの本質的

な在り方を追求したものであるということであ

る。 
3 つ目は、資質・能力を育むための学びを実現

する授業をすることである。点線（  ）がそれ

に該当するが、「子供たちに求められる資質・能

力を育むために必要な学びの在り方」、「それを通

してどのような資質・能力を育むか」というよう

に、教授学習の指導の在り方と、資質・能力との

対応関係が重要であることである。 
次に、主体的な学び、対話的な学び、深い学び

がそれぞれ答申にどのように説明されているの

かをみていく（中教審答申 2016: 49-50）。 
 

＜主体的な学び＞ 
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形

成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘

り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次

につなげる「主体的な学び」が実現できているか。  
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子供自身が興味を持って積極的に取り組むと

ともに、学習活動を自ら振り返り意味付けたり、

身に付いた資質・能力を自覚したり、共有したり

することが重要である。 
 
＜対話的な学び＞ 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、

先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現

できているか。 
身に付けた知識や技能を定着させるとともに、

物事の多面的で深い理解に至るためには、多様な

表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話

し、それによって思考を広げ深めていくことが求

められる。 
 
＜深い学び＞ 

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ

ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し

たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を

見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に

創造したりすることに向かう「深い学び」が実現

できているか。 
子供たちが、各教科等の学びの過程の中で、身

に付けた資質・能力の三つの柱を活用・発揮しな

がら物事を捉え思考することを通じて、資質・能

力がさらに伸ばされたり、新たな資質・能力が育

まれたりしていくことが重要である。教員はこの

中で、教える場面と、子供たちに思考・判断・表

現させる場面を効果的に設計し関連させながら

指導していくことが求められる。 
 
それぞれを簡潔に説明するならば、主体的な学

びは学ぶことに興味や関心を持ちながら学ぶ事、

対話的な学びは他者との対話を通して学ぶこと、

深い学びは深く理解し、思考をして学ぶことであ

る。全体的な特徴と同様に、具体的な指導方法と

いうよりは、教授学習のあり方や授業改善の視点

を示したものとなっており、3 つの視点がそれぞ

れ相互に影響し合いながら、資質・能力を育成し

ていくものとして考えられている。また、児童・

生徒の活動や行動だけではなく、高次かつ複雑な

思考の在り方を重視している。それが最も表れて

いるのが深い学びであるが、主体的な学びや対話

的な学びにおいても同様に、活動や行動と高次で

複雑な思考がセットになっている。例えば、主体

的学びであれば、ただ学ぶことに興味や関心を持

つだけではなく、「自己のキャリア形成の方向性

と関連付けながら、見通しを持」つことや「自己

の学習活動を振り返って次につなげる」ことを含

めている。また、対話的な学びも、協働すること

や対話することだけではなく、それを通して「自

己の考えを広げ深める」ことも含まれている。 
 以上が答申の本文から読み取ることのできる

「主体的・対話的で深い学び」とは何かというこ

とであるが、やはりこれだけでは何を意味してい

るのかが不明瞭である。例えば、なぜアクティ

ブ・ラーニングではなく「主体的・対話的で深い

学び」なのか、なぜ特定の指導法ではなく授業改

善の視点なのか、質の高い「学び」とは何か、資

質・能力と「主体的・対話的で深い学び」とはど

のような関係にあるのか、といった疑問が生じて

くる。そこで、3 章では中教審の審議過程におい

てどのような意見が出されたのか、4 章では先行

してアクティブ・ラーニングを実施した大学での

展開過程とそれが答申にどのような影響を与え

たのかについてそれぞれ明らかにしていく。 
 
3． 中教審の審議過程におけるアクティブ・ラー

ニングの変容 
 
(1) 諮問 

2014 年 11 月 20 日に「初等中等教育における教

育課程の基準等の在り方について（諮問）」（以後、

諮問）【3】が文部科学大臣より出された。そこには、

「課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学

ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）」

を充実させていく必要があるとの記述されてい

る。具体的には次のように記されている（下線は

筆者）。 
 
新しい時代に必要となる資質･能力の育成に関

連して、これまでも、例えば、OECD が提唱する

キー･コンピテンシーの育成に関する取組や、論

理的思考力や表現力、探究心等を備えた人間育成

を目指す国際バカロレアのカリキュラム、ユネス

コが提唱する持続可能な開発のための教育（ESD）

などの取組が実施されています。さらに、未曾有

（みぞう）の大災害となった東日本大震災におけ

る困難を克服する中で、様々な現実的課題と関わ

りながら、被災地の復興と安全で安心な地域づく

りを図るとともに、日本の未来を考えていこうと

する新しい教育の取組も芽生えています。 
これらの取組に共通しているのは、ある事柄に

関する知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会

とのつながりをより意識した教育を行い、子供た

ちがそうした教育のプロセスを通じて、基礎的な

知識･技能を習得するとともに、実社会や実生活

の中でそれらを活用しながら、自ら課題を発見し、

その解決に向けて主体的･協働的に探究し、学び

の成果等を表現し、更に実践に生かしていけるよ
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うにすることが重要であるという視点です。 
そのために必要な力を子供たちに育むために

は、｢何を教えるか｣という知識の質や量の改善は

もちろんのこと、「どのように学ぶか」という、

学びの質や深まりを重視することが必要であり、

課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶ

学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）や、

そのための指導の方法等を充実させていく必要

があります。こうした学習・指導方法は、知識･

技能を定着させる上でも、また、子供たちの学習

意欲を高める上でも効果的であることが、これま

での実践の成果から指摘されています。 
 

この諮問は、OECD のキーコンピテンシー等の

資質・能力の育成の視点からの教育が必要であり、

基礎的な知識の習得だけではなく、それを実生活

や実社会で活用しながら、「自ら課題を発見し、

その解決に向けて主体的・協働的に探究」してい

く事が必要であると説いている。そして、それに

必要な力をつけるためには、「何を教えるか」だ

けではなく、「どのように学ぶか」についても重

視することが必要であり、そのための指導の方法

の一つとして、「課題の発見と解決に向けて主体

的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・

ラーニング」）」を挙げている。このように、アク

ティブ・ラーニングという教育方法に関する記述

が織り込まれた事は、大きなインパクトをもって

受け止められた。なぜならば、国の教育課程の基

準を定めている学習指導要領は、これまで教育内

容を定めてはきたものの、教育方法については現

場の教員に任されていたからである。 
このように、育成すべき資質・資質をまず設定

し、それを身に付けるための教育内容と方法を考

えるという教育課程編成のプロセスが取られた

のは今回が初めてのことである。これによって、

新学習指導要領は、子供たちに求められる資質・

能力（何ができるようになるか）を明示し、それ

を育成するための内容（何を学ぶか）と方法（ど

のように学ぶのか）が対応するように教育課程を

編成し、指導をしていくことを目指していること

によるものである。そのため、どのように学ぶの

かという教育方法についても、それ単独で考える

ものではなく、この教育課程全体の中での、特に

教育目標に相当する目指される資質・能力をいか

に実現するのかという観点から考えなければな

らなくなった。 
この新たな方針に対応するため、教育課程企画

特別部会という、育成を目指す資質・能力との関

係から教育課程の在り方を審議する部会が設置

され、2015 年 1 月から 2016 年 12 月まで計 26 回

の審議が行われた。そこでの議論の多くが、アク

ティブ・ラーニングに関する議論に費やされたが、

その中でアクティブ・ラーニングの在り方に影響

を与えた意見を 4 つに分けて、委員達の代表的な

意見とともに紹介する【4】。 
 

(2) 意見①特定の指導の型の形式的導入としない 
1 つ目は、特定の指導の型を形式的に導入する

ことの懸念である。委員からは次のような発言が

あった。 
 

【油井大三郎（東京女子大学現代教養学部特任教

授）】 
（前略）つまり、学びへの動機付けが極めて低

い状態で幾ら「アクティブ・ラーニング」と言っ

ても、テクニックばかりに走って、子供たち自身

が本当に意欲的に学ぶことにつながっていかな

いという問題があると思います。 
 

【奈須 正裕（上智大学総合人間科学部教授）】 
今、油井先生からお話のあったように、それが

単なる手練手管、テクニックに陥っては本来の意

味を果たさないのではないか、これはとても大事

だと思います。方法を事細かに、また、余りに具

体的に明確に示し、これでしなさいと言ったら、

よく分からないけれども文部科学省が言うから

そのとおりにしましたということになり、方法に

踏み込むという趣旨がかえって実質化していか

ない、形骸化しかねないという御指摘だと思いま

す。 
 

【渡瀬 恵一（玉川学園学園教学部長）】  
奈須先生から、その方法や学び方をこの学習指

導要領の中で示していくことについてお話がご

ざいましたけれども、もちろん、方法を示すと、

それだけに振り回されて、それをやればいいとな

る危険性がありますので、そこは気を付けなくて

はいけないと思います。 
 
ここで指摘されているのは、その後の答申にも

書かれているように、指導法を焦点の一つとする

ことについて「指導法を一定の型にはめ、教育の

質の改善のための取組が、狭い意味での授業の方

法や技術の改善に終始するのではないかといっ

た懸念」（中教審答申 2016: 49）である。それよ

りも、日々の授業の工夫や改善を行うことが重要

であると主張した。 
 
（3）意見②学習のメカニズムに基づいて考える 
 2 つ目は、学習のメカニズム等の学術的な知見

に基づいて考えることである。これは奈須委員が

中心になって意見を出している。第 1 回目の会議
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において、今後どのように議論を進めていくのか

ということについて、以下のように述べている。 
 

【奈須 正裕（上智大学総合人間科学部教授）】 
現行の学習指導要領は、昭和 33 年の改訂のと

きに基本的な形ができているかと思います。33 年

改訂以降、基本的に各教科の示し方は、教科の目

標、そして学年の目標、そして内容という形にな

っているかと思います。それは、やはり何を教え、

何を学ぶか。つまり、何かを教え、何かを学んで

いれば、ほぼ自動的にその知識を使って人間はよ

りよく生きていくのだという人間観、あるいは学

習観、知識観に立ったものだろうと思います。 
しかし、心理学や学習科学がその後進歩して、

そういうことは余りないのだと。ある知識を持っ

ていても、それが巧みに使われて的確な問題解決

に行くまでにはかなり大きなギャップがある。だ

から、山ほどの知識を個々ばらばらに教えておい

ても、それでは十分ではない。これは、70 年代以

降、明らかになってきたことですので、その昭和

33 年の学習指導要領にそれが入っていなくても、

それは不思議のないこと、無理のないことだろう

と思いますけれども、ただ、そのままで基本的に

は現在まで来てしまった。「言語活動」とか「算

数的活動」といった示し方がもちろん入ってきて

いて、随分、部分的には改革は進んでいますけれ

ども、大枠は 33 年の構造のままで来ている。 
これを今回どうするのか、示し方そのものを構

造的に変える議論をするのか、そこまではせずに、

もう少し下のレベルで議論をしていくのか、これ

は一つ、この部会で議論すべきことなのかと思い

ます。 
（中略）どうするのかという具体的な方法論の

以前に、なぜその方法が妥当化されるのか。つま

り、それは、「そのように人は学ぶ」「そのように

知識というものは成っている」ということの基盤

が大事かと思います。欧米のカリキュラム研究や

開発の現状などを伺いますと、一つの共通基盤と

して、学習や知識についての科学的な理論をカリ

キュラム開発の共通基盤にして進めているとい

うことをよく聞きます。 
 つまり、例えば先ほどの、知識を持っていても、

それはなかなか使われない。これは学習の「転移」

という問題ですが、転移はなかなか起こらない。

そして、どうすれば転移が起こるのかといった学

習のメカニズムに関する心理学や学習科学を基

盤にした共通的な理解の下に、何を教えるのかと

いう議論をしていくことは、欧米では常識的にな

っていると伺いますけれども、日本も遅ればせな

がらそういうことが必要な時期に突入している

のかと。 

 また、そうすることによって、方法が単なる手

練手管、型ではなくて、一つの原理としてこの国

の全体に周知することができるだろうし、それと

の関係でどのような知識を構造的にカリキュラ

ムに組み込むのか。これが要るとか、これが要ら

ないとかという議論だけではなくて、なぜそれら

を入れることが資質・能力の育成、その教科の本

質、油井先生が先ほどおっしゃったような、「な

ぜこれを学ぶと自分にとっていいことがあるの

か」の意味の形成に貢献するような示し方、ある

種の知識の構造のようなことを、学習や知識のメ

カニズムとの関係で議論する。 
 
 奈須委員は、それまでの学習指導要領が、知識

を教えれば、ほぼ自動的にその知識を使うことが

できるという認知主義の学習観に基づいている

ことをまず指摘している。そして、その後の心理

学や学習科学の研究の発展によって、知識は個々

の学習者によって構成される構成主義の学習観

が主流となる中で、その学習観に基づいてカリキ

ュラムの開発をすべきではないかという主張を

している。具体的には、どのように知識は転移し、

高次の思考につながっていくのかという学習の

メカニズムの中で、アクティブ・ラーニング等の

方法も考えるべきであるという主張である。この

点については、奈須の著書『資質・能力と学びの

メカニズム』に詳しい【5】。 
 
(4) 意見③アクティブ・ラーニングを広義に捉え

る 
3 つ目は、アクティブ・ラーニングを広義に捉

える事である。諮問の段階では、「課題の発見と

解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習」を「い

わゆるアクティブ・ラーニング」と称していたが、

それは具体的にどのような活動を含むものであ

るのかが不明瞭であった。この定義を含めて、ア

クティブ・ラーニングをどのように定義し、そこ

に何を含めるのかが議論となった。 
第 1 回目の会議においては、大杉教育課程企画

室長によって、現行の学習指導要領の次のような

活動もアクティブ・ラーニングに関連するものと

して紹介されている【6】。 

 
・基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る

学習活動 
・言語活動 
・体験的な学習 
・問題解決的な学習 
・自主的、自発的な学習 
・学習の見通しを立てたり学習したことを振り

返ったりする活動 
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・コンピューターなどの情報手段に慣れ親しみ

基本的な情報モラルを身に付け、適切に活用

できるようにするための学習活動 
・読書活動 

 
それ以外にも国語科と理科における言語活動、

ペア学習・グループ学習のジグソー法、タブレッ

ト PC や電子黒板を使った ICT の活用例などが紹

介された。問題は、これらはどのように概念整理

することができ、新学習指導要領では何を推進し

ていくのかということであった。 
第 9 回の審議では、教育学者の市川伸一によっ

て、アクティブ・ラーニングの狭義と広義につい

てそれぞれ次のように説明されている。 
 
【市川伸一（東京大学大学院教育学研究科教授）】  
きょう、アクティブラーニングということと関

係してちょっと気になったことがあります。アク

ティブラーニングの定義というのは、本当に広い

ものからかなり狭い厳しいものまであります。こ

の厳しい定義、これはまさに探究的な学習そのも

のなんですね。自分でテーマを設定して、それを

主体的、能動的に追究していくというふうなもの

と、アクティブラーニングをそのように相当厳し

く定義してしまいますと、イコール探究学習だと、

イコール総合の時間にやるものだ、教科は関係な

いというふうに高校では思われてしまわれるお

それがある。 
アクティブラーニングというのは、確かに厳し

く定義した探究学習というものはもちろんアク

ティブラーニングなんですけれども、それだけで

はなくて、ふだんの教科の習得の授業の中でもア

クティブラーニングはあると私は思ってほしい

んです。これは少しアクティブラーニングを広く

定義しての話になります。教科の習得の授業の中

でも、一方的な講義だけではなくて、学生たちが

能動的に問題解決をしたり、そこに協働が入った

り、発表したり、討論をしたりというのを普通の

習得の学習の中でもむしろやっていただきたい。 
 
市川は、狭義のアクティブ・ラーニングは探究

的な学習のことであるため、そのように定義をす

ると総合的な学習の時間でするものと受け止め

られるおそれがあると指摘し、能動的に問題解決

したり、協働したり、発表したり、討論をしたり

といった活動を含めた広義のアクティブ・ラーニ

ングを様々な教科の中で実施していくべきだと

主張している。このような指摘は、以下の通り、

答申にもそのまま反映されている（中教審答申 
2016: 50-51）。 
 

「アクティブ・ラーニング」については、総合

的な学習の時間における地域課題の解決や、特別

活動における学究生活の諸問題の解決など、地域

や他者に対して具体的に働きかけたり、対話した

りして身近な問題を解決することを指すものと

理解されることも見受けられるが、そうした学び

だけを指すものではない。 
 例えば国語や各教科における言語活動や、社会

科において課題を追究し解決する活動、理科にお

いて観察・実験を通じて課題を探究する学習、体

育における運動課題を解決する学習、美術におけ

る表現や鑑賞の活動など、全ての教科等における

学習活動に関わるものであり、これまでも充実が

図られてきたこうした学習を、更に改善・充実さ

せていくための視点であることに留意が必要で

ある。 
 
(5) 意見④「アクティブ・ラーニング」という用

語を慎重に使用する 
アクティブ・ラーニングはその定義の曖昧さか

ら、この用語をどのように使えばよいのか、委員

の間に戸惑いが見られた。例えば、第 1 回目の会

議では、知識構成型ジグソー法という協調学習に

取り組む三宅なほみ委員（東京大学・大学総合教

育研究センター特任教授）は、「「アクティブ・ラ

ーニング」と呼ばれるもの
、、、、、、、

」と呼んでいる。また、

牧田秀昭委員（福井県教育研究所調査研究部長）

も、「今もいろいろな意味
、、、、、、、

で「アクティブ・ラー

ニング」のようなもの
、、、、、、

が授業で行われています。」

（傍点は筆者）と発言している。 
また、そもそも「アクティブ・ラーニング」と

いう用語そのものを使うことに対する疑義も委

員の中から出されている。例えば、民間出身の校

長である平川理恵委員（横浜市立中川西中学校

長）は第 9 回目の会議で次のように発言している。 
 

（前略）アクティブラーニングと呼んでいます

けれども、アクティブラーニングって一体なん

でしょうか。これ、和製英語ですか。ちょっと

恥ずかしいなと思っております。私も海外の留

学斡旋会社を経営していたり、海外の学校を

500 校ほど行ってきましたけれども、アクティ

ブラーニングなんて言わないですよね。パッシ

ブに対してアクティブというふうなことで、グ

ローバルな観点から見ても、アクティブラーニ

ングって、これ、日本で通じるけれども、外国

で通じないというのはちょっと恥ずかしいよ

うに思っております。 
 
 実際には、西岡（2017）が指摘するように、ア
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クティブ・ラーニングはアメリカの高等教育から

広がったものなので、平川委員の指摘は正しいと

はいえないが、審議の 1/3 が経過した段階でも委

員の間でアクティブ・ラーニングとは何かについ

ての共通の見解が得られていないことや、それゆ

えにこの用語を使う事についての懸念があるこ

とが分かる。 
 
(6) 論点整理と審議のまとめ 
第 12 回の会議では、2 節から 5 節で紹介した委

員らの意見を踏まえ、「論点整理のイメージ（た

たき台）（案）」が出された。そこで求められたの

は、特定の型の形式的導入とならず、学習のメカ

ニズムに基づいた本質的な「学び」につながるも

のであり、広義にアクティブ・ラーニングを捉え

た概念であった。また、「アクティブ・ラーニン

グ」という用語そのものの使用についても慎重に

なることが求められた。 
まとめについて説明した大杉教育課程企画室

長は、「特定の型を普及させることではなく、下

記のような視点に立って学び全体を改善し、子供

の学びへの積極的関与と深い理解を促すような

指導や学習環境を設定することであり、それを教

員一人一人が工夫して実践できるようにするこ

とである」と説明し、以下の 3 つを示した（下線

は筆者）【7】。 
 

1．習得・活用・探究という学習プロセスのなか

で、問題発見・解決を念頭に置きつつ、深い学

びの過程が実現できているかどうか 
2．他者との協働や外界の情報との相互作用を通

じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学び

の過程が実現できているかどうか 
3．子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、

自らの学習活動を振り返って次につなげる、主

体的な学びの過程が実現できているかどうか 
 
ここでは、アクティブ・ラーニングは特定の指

導の型ではなく、授業改善の「視点」であると捉

えられており、広義のアクティブ・ラーニングを

整理する概念として「深い学び」、「対話的な学び」、

「主体的な学び」の 3 つの視点が提示された。そ

して、それぞれの視点が、学習のメカニズムを踏

まえて、活動と思考の変容とがセットになった定

義となった。 
このたたき台は、委員の間でも好意的に受け止

められ、2016 年 8 月に出された「次期学習指導要

領等に向けたこれまでの議論のまとめ（報告）」【8】

でも、「主体的・対話的で深い学びの実現（「アク

ティブ・ラーニング」の視点）」として出される

ことになった。 

その後、委員の間でもその定義を巡って混乱を

生じさせていたアクティブ・ラーニングという多

義的な用語は、パブリック・コメントにおいても

同様の指摘があったことから、学習指導要領には

アクティブ・ラーニングという用語を記載するこ

とは見送られ、「主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善」という文言のみが使用され

ることになった。もっとも、アクティブ・ラーニ

ングという用語は、諮問で使われた段階において

既に別の表現に変えることが検討されていたと

いう。諮問は過去に法令や政策文書で使われた言

葉を用いる必要があるのだが、初等中等教育でそ

れに該当する用語がなかったため、次善の策とし

て、大学政策で使われていたアクティブ・ラーニ

ングという用語が使われたとのことである（奈須 

2017: 143-144）。 
 
4. 大学におけるアクティブ・ラーニングの展開 
 
(1) 大学教育政策におけるアクティブ・ラーニン

グの定義 
3 章では、新学習指導要領に向けた諮問から答

申に至るまでのアクティブ・ラーニングの変容に

ついて明らかにしてきたが、アクティブ・ラーニ

ングは元は大学の教育政策の中で使用されてい

たものである。そこで、本章では大学におけるア

クティブ・ラーニングがどのように定義され、実

施される中で、どのような課題が生じたのかを明

らかにする。そして、それが初等・中等教育の審

議にどのような影響を与えたのかについて明ら

かにする。 
アクティブ・ラーニングが大学の教育政策の中

で初めて使われたのは 2008 年 3 月 25 日の中教審

大学分科会制度・教育部会の「学士課程教育の構

築に向けて（審議のまとめ）」【9】である。このま

とめには、そこで使われた用語の解説がついてお

り、アクティブ・ラーニングは次のように説明さ

れている【10】。 
 
伝統的な教員による一方向的な講義形式の教育

とは異なり、学習者の能動的な学習への参加を取

り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に

学ぶことによって、後で学んだ情報を思い出しや

すい、あるいは異なる文脈でもその情報を使いこ

なしやすいという理由から用いられる教授法。発

見学習、問題解決学習、経験学習、調査学習など

が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッ

ション、ディベート、グループ・ワークなどを行

うことでも取り入れられる。 
 
この 2008 年の審議のまとめでは、大学の授業
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に多く見られた「一方向的な講義形式の教育」と

いう、学生にとっては受動的な学習からの転換を

図り、学習者の能動的な学習への参加を取り入れ

た教授・学習法の総称がアクティブ・ラーニング

であると定義されている。そしてそれによって、

学んだ情報を思い出したり、異なる文脈において

も使いこなしやすいという思考レベルでの変容

が期待されることにも言及されている。そして最

後に、発見学習、問題解決学習等の学習法、グル

ープ・ディスカッション、ディベート、グループ

ワーク等の授業形態が例として挙げられている。 
その後、2012 年の中教審答申「新たな未来を築

くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学

び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」

（以後、質的転換答申）【11】では、次のようにア

クティブ・ラーニングを定義し、位置づけている

【12】。 
 
教員による一方向的な講義形式の教育とは異な

り、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた

教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修する

ことによって、認知的、倫理的、社会的能力、教

養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。

発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等

が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッ

ション、ディベート、グループ・ワーク等も有効

なアクティブ・ラーニングの方法である。 
 
2008 年の定義と比べると、認知力、倫理力、社

会的能力等の汎用的能力の育成のために必要な

ものと位置づけられている点が異なるが、全体的

な定義としては変わっていない。なお、答申の本

文では、アクティブ・ラーニングは、「学生が主

体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的

学修」であるとも説明されている（質的転換答申 
2012: 9）。 
 
(2) 大学におけるアクティブ・ラーニングの展開 

アクティブ・ラーニングは質的転換答申を契機

として全国の大学に広がり、それ以降はアクティ

ブ・ラーニングを導入することは当然の状況にあ

る。実践レベルでも多くの試行錯誤が行われ、そ

れらは多くの書籍や報告書、学会発表や講演、FD
（ファカルティ・ディベロップメント）研修等を

通して広がっていった。溝上（2014）によると、

日本のアクティブ・ラーニングに関する論文数

（Web of Science、CiNii Articles）は、1990 年代か

ら増加（121 件）し、2000 年代には 3 倍近くに増

加（359 件）した【13】。その多くが、成功した事

例を紹介するものであったが、中には中部地域大

学グループ・A チームによる『アクティブラーニ

ング失敗事例ハンドブック』【14】のように、失敗

した事例を集め、その原因はどこにあるのかを究

明した興味深い報告書もあった。 
このようにアクティブ・ラーニングに関する実

践や研究が進む中で、アクティブ・ラーニングと

はそもそも何なのかという定義についての議論

が活発になった。この時期の大学教員のアクティ

ブ・ラーニングをめぐる混乱について、京都大学

高等教育研究開発推進センター准教授の溝上慎

一は、その著書の中で次のように述べている（溝

上 2014: ⅱ）。 
 
これだけアクティブラーニングが普及しつつも、

大学教育改革の関係者や現場の教員に依然とし

て混乱を招いているのは、「アクティブラーニン

グとはそもそも何なのか」という概念定義であり、

その定義と教授学習の技法やデザインとの理論

的関連である。例えば、「アクティブラーニング

は主体的な学びと同義なのか」「協働学習や PBL
（Problem-Based Learning）は、アクティブラーニ

ングなのか」「学生の内発的な興味・関心を引き

出そうと、講義をあれこれ工夫しているが、それ

でアクティブラーニングの授業をやっていると

言えるのか」など。政府や中教審から押しつけら

れるアクティブラーニングという用語と、これま

で教育現場や研究の関心から発展してきた専門

的な学術用語（協同学習や PBL など）との関連に、

多くの大学教育改革の関係者、現場の教員は頭を

悩ませているのである。これらは理論の問題であ

る。だから、アクティブラーニング型授業の実際

は、誰が見ても、さほど驚くほどのものではなく、

要は、学生に授業外学習をさせたり、グループ学

習やディスカッション、プレゼンテーションをさ

せたりするだけのものである。何ら目新しいもの

はない。それでなぜこうも、アクティブラーニン

グ、アクティブラーニングと叫ばれるのか、みな、

よく分からなくなっている。 
 
これは、大学教員として少しでもアクティブ・

ラーニングに関わる機会のあった者であれば、同

意するところだろう。このような混乱は未だ収ま

っているとはいえないが、その克服に向けた概念

整理などの研究も進められた。例えば、大学教育

学会の 2013 年度の課題研究集会（2013 年 11 月

30 日、12 月 1 日）では、質的転換答申を受けて、

アクティブ・ラーニングの是非を問うシンポジウ

ムが開催されている（大学教育学会、第 36 巻第 1
号）。そこでは、飯吉透（京都大学）によって、

今行われているアクティブ・ラーニングが建前的

であって実質が伴っていないと批判されている

【15】。また、山田礼子（同志社大学）によってア
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クティブ・ラーニングが問題基盤型学習（Problem 
Based Learning）だけではなく正課内外における学

生の主体的な学びにつなげるための手法を包摂

する、広義の概念であると整理されている【16】。 
このように研究が進められる中で、溝上はその

著書『アクティブラーニングと教授学習パラダイ

ムの転換』の中で、アクティブ・ラーニングに関

する研究や実践の整理を行い、アクティブラーニ

ングを次のように定義した（溝上 2014:7）。 
 
一方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動

的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的

な学習のこと。能動的な学習には、書く・話す・

発表するなどの活動への関与と、そこで生じる認

知プロセスの外化を伴う。 
 
また、同じく京都大学高等教育研究開発推進セ

ンター教授の松下佳代らは、学習の形態ばかりが

強調されるアクティブ・ラーニングに警鐘を鳴ら

し、大学教育において求められるのは、単なるア

クティブ・ラーニングではなく、学習への深いア

プローチも兼ね備えた「ディープ・アクティブラ

ーニング」であるべきだと提案した【17】。 
いずれも学習のプロセスに注目し、活動と思考

の変容をセットにして捉える中で、アクティブ・

ラーニングを位置づける必要性を主張するもの

である。 
 

(3) 初等・中等教育の審議に与えた影響 
初等・中等教育の学習指導要領の改訂に向けた

審議は、大学においてアクティブ・ラーニングが

政策的に推進され、一般的になる一方で、その定

義や実施方法をめぐって混乱が起きていた時期

と重なる。そのため、そこでの課題や知見に大き

な影響を受けている。委員たちのアクティブ・ラ

ーニングという用語への戸惑いやその形式的導

入への警戒、狭義ではなく広義にアクティブ・ラ

ーニングを捉えることの重要性の主張などは、い

ずれも大学の教職員でもある委員たちの日々の

実感から派生したものでもあっただろうと推察

される。 
また、大学での実践や研究の知見も審議の中で

紹介されることになった。第 2 回の会議（平成 27
年 2 月 12 日）では、第 1 回目の委員達からのア

クティブ・ラーニングに関する指摘に対して、前

述の松下らの著書を引用して、次のように説明を

している（下線は筆者）。長いが、その際に提示

された資料とともに引用する。 
 
【大杉教育課程企画室長】  
「アクティブ・ラーニング」につきまして、「テ

クニックではなく学ぶ意欲につながるようにす

べき」、「手練手管にならないよう、なぜその方法

が妥当なのか考えることが必要」、また、「学習の

メカニズムに関する様々な知見を共有して議論

を進めるべき」といった御意見を頂きましたこと

を踏まえまして、特に「アクティブ・ラーニング」

が進んでおります高等教育における知見なども

踏まえまして追加をさせていただいたものでご

ざいます。 
（中略）資料 7 の 27 ページのスライドになりま

すけれども、まず、「アクティブ・ラーニング」

の一般的特徴としてどのような点が挙げられる

のか、これにつきましては、例えば「学生が聞く

以上の関わりをしていること」、「スキルの育成に

重きが置かれていること」、「学生が高次の思考

（分析、総合、評価）に関わっていること」など

が挙げられております。一方で参考としてござい

ますけれども、指導における過ちとして、内容面、

知識面の網羅に焦点を合わせた指導も過ちであ

るという一方で、活動面のみに合わせた指導も過

ちであるというような指摘がされているところ

でございます。 
 また、スライド 28 はそれに関連いたしまして

ですが、大学における取組におきまして「アクテ

ィブ・ラーニング」の失敗事例というのを調査し

た結果の中から、失敗原因というものを分析した

ものでございます。少し分かりにくくなっており

ますけれども、「アクティブ・ラーニング」失敗

原因ということで三重の円がございますけれど

も、グレーの円の外側に、例えば自主性の偏重、

とにかく自由にやらせるということによる失敗、

又は成果の偏重、とにかくアクティブ・ラーニン

グをやりさえすればいいのだというようなとこ

ろによる失敗、また、形式偏重、とにかくプレゼ

ンをやらせればいいのだということによる失敗

というものも挙げられております。また一方で、

少し左下の方になりますけれども、知識・技能不

足ということで、活動面にばかり光を当てる余り、

議論が浅薄になってしまうというような失敗事

例も報告されているところでございます。 
 こうしたことを踏まえますと、スライドの 29
になりますけれども、学習プロセス、動機付け、

報告付け、内化、外化、批評、統制となっており

ますけれども、簡単に申し上げれば、内化という

知識の習得、それから外化という習得した知識を

適用して解決を試みるといった、こういったこと

をしっかり踏まえたプロセス、言い換えれば、ス

ライドの 30 にありますような、単に知識の記憶

ということだけではないのですが、それも含めた

学習の深いアプローチというのが必要になって

くるのではないかという報告がされているとこ
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ろでございます。 
 
報告の中で挙げられたスライドの 27 から 30 は

参考資料として論文の末尾に掲載した【18】。引用

されたのは、前述の松下と溝上の研究である。こ

れらは、そのまま答申の補助資料としても使われ

ているので、アクティブ・ラーニングを説明する

学術的な説明として用いられていると考えてよ

いだろう。大杉教育課程企画室長の報告は、下線

部分にもあるように、アクティブ・ラーニングが

進んでいる高等教育における知見などを紹介す

るものであった。特に、活動面だけではなく、学

習内容との両立が重要であり、記憶するといった

浅いアプローチだけではなく、他の問題に適用し

たり、振り返るといった深いアプローチができる

ようになることが重要であるという指摘は、その

後の「深い学び」という、これまでの高等教育に

おけるアクティブ・ラーニングの展開の中では、

あまり注目されていなかった視点であり、初等・

中等教育における「主体的・対話的で深い学び」

という概念形成に貢献した。 
 
5. まとめと考察 
 
 アクティブ・ラーニングは、大学教育の政策で

重視された事から注目された概念である。2008 年

の大学教育におけるアクティブ・ラーニングは

（答申には最終的には記載されなかったが）、一

方向的な講義形式の授業へのアンチテーゼとし

て学習者の能動的な学習を促すものと定義され

ていた。2012 年の質的転換答申では、「学生が主

体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的

学修」とも定義された。この答申におけるアクテ

ィブ・ラーニングは、汎用的能力の育成のために

必要なものとして位置づけられている点が注目

される。2014 年の初等・中等教育の学習指導要領

の諮問では、「課題の発見と解決に向けて主体

的・協働的に学ぶ学習」が「いわゆるアクティブ・

ラーニング」とされた。定義だけではなく、それ

が資質・能力を育成するために必要であると位置

づけられている点も質的転換答申と類似してい

る。 
先行して政策に移された大学で注目されたの

は、定義そのものよりも、その後に例示されてい

た発見学習、問題解決学習、経験学習、グループ・

ディスカッションやグループ・ワーク等の具体的

な教育方法であった。おそらく定義が抽象的であ

ったため、それとともに例示されたものを手がか

りにして研究や実践を展開していくしかなかっ

たということだろう。また、その実施状況が大学

の評価指標の一つとなると、アクティブ・ラーニ

ングを実施しているということが分かりやすく

証明できることが重要となり、特定の授業形態や

方法への依存に拍車がかかることになった。その

結果、『アクティブラーニング失敗事例ハンドブ

ック』にあるような、形式偏重の実践や教員の関

与が不適当であったり、知識が不十分なまま議論

をしたために「活動あって学びなし」となってし

まった実践も生まれた。このような状況に対して、

研究者の中には、学習のメカニズムに基づき、高

次かつ複雑な思考の変容につながるような実質

的なアクティブ・ラーニングを提唱する者も出て

きた。 
2014 年の諮問を受けて行われた教育課程企画

特別部会における審議は、上記のような大学での

アクティブ・ラーニングに関する実践と研究が展

開される中で行われ、その影響を強く受けること

になった。その結果、特定の指導の型の形式的導

入ではなく実質的な「学び」とすること、高次の

思考の変容を含めた学習メカニズムの観点から

考えること、狭義ではなく広義の定義で捉えるこ

とで日常的に実施すること等が志向されること

になった。また、最終的には、多義的なアクティ

ブ・ラーニングという言葉を避けることにもなっ

た。その結果が、2016 年の学習指導要領答申の「主

体的・対話的で深い学び」である。これは、特定

の指導の型を示すものではないが、それを通して

どのような資質・能力を育むかという観点から考

えられるべきものであり、高次かつ複雑な思考の

在り方に変容をもたらす質の高い学びを実現す

るための授業改善の視点である。 
大学でのアクティブ・ラーニングの失敗を踏ま

えたことによって、「政府や中教審から押しつけ

られるアクティブ・ラーニングという用語と、こ

れまで教育現場や研究の関心から発展してきた

専門的な学術用語との関連に」多くの教員が悩ま

されるという大学での混乱は、初等・中等教育で

は避けることができた。また、「主体的・対話的

で深い学び」という 3 つの視点を示した事によっ

て、授業改善の指針を明確にしながらも、現場の

教員の裁量も担保することによって、学びの本質

を捉えた授業をすることが期待されている。 
その一方で懸念されるのが、「結局、何をすれ

ば良いのか分からない」という教員が少なからず

いるのではないかという事である。冒頭で紹介し

た現職教員の声がその一例である。彼らは非常に

真面目で熱心な教員であったが、彼らが経験した

ような、答申の概要を説明した 1、2 時間程度の

研修だけでは、「主体的・対話的で深い学び」と

は何かを理解することは難しいだろうと思われ

る。（これは、同様の講演会や研修会に参加をし

た私の感想でもある。）なぜならば、「主体的・対
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話的で深い学び」は非常に難解な概念だからであ

る。まず、学習のメカニズムといった学術的知見

を踏まえているため、心理学や学習科学の領域に

関する知識を必要としている。また、新学習指導

要領の特徴でもある育成すべき資質・能力と関連

付けられているので、教育課程を全体的に俯瞰で

きなければならない。その上、これらは、教授学

習の在り方のパラダイムの転換を伴う大きな変

化の中に位置づけられるものである。このように

難解な事柄を理解するためには具体例があると

良いのだが、特定の指導法の形式的な導入となら

ないようにと、具体的な例が挙げられていない

【19】。そのため、理解する上での分かりやすい足

がかりもなく、表面的で安直な理解を許さないも

のとなっている。 
「主体的・対話的で深い学び」の成否は、個々

の教員の授業での工夫や改善にかかっているた

め、個々の教員がこの難解な概念を理解し、その

授業の中で実現することできるようにするため

の方策が、今後の全面実施に向けて十分に取られ

る必要がある。この課題は、今後、教科書や指導

書が作られていく中で改善されていくものと期

待するが、その難解さを考えると容易ではないだ

ろう。奇しくも、その成立過程の審議の中で奈須

が指摘するように、「ある知識を持っていても、

それが巧みに使われて的確な問題解決に行くま

でにはかなり大きなギャップがある」のだ。その

ギャップを埋めるためにも、教員を対象とした研

修は必要であるし、教員養成課程においても教育

をしていく必要がある。問題はそこで「主体的・

対話的で深い学び」をどのように理解させるかで

ある。この事から、本稿の隠された目的として、

こうした研修で何をどのように伝えれば効果的

に理解させることができるのかを考えるという

ことがあった。現段階での仮説としては、本稿に

ある通り、中教審の審議過程や大学でのアクティ

ブ・ラーニング政策とその課題を踏まえながら、

答申を解説していくことが最も効果的なのでは

ないかと考えているが、その検証については今後

の課題とする。 
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